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青森市駐車場事業特別会計における消費税及び地方消費税の未申告について 

 

１ 経過 

  駐車場事業特別会計（青森市役所前駐車場、青森駅前公園地下駐車場、アウガ駐車場、青森市文

化会館地下駐車場、青森市民ホール駐車場）について、これまで課税売上高（駐車場使用料、行政

財産目的外使用料等）が課税仕入高（委託料、光熱水費等）を下回っていたことから、消費税の納

税義務はないと認識し申告を行っていなかったが、インボイス制度（令和５年１０月から開始）に

よる消費税に対する考え方について税務署に確認したところ、令和５年１２月に消費税の申告及び

納税義務があることが判明したものである。 

  なお、駐車場事業特別会計を設置した平成２１年度から課税売上高が１０，０００千円を超えて

おり、平成２３年度から課税事業者として消費税の申告及び納税義務があったものである。 

 

２ 原因・対応 

  駐車場使用料等の課税売上高が１０，０００千円を超える場合には、消費税を申告し納税する義

務が生じること、また、国や地方公共団体等の特別会計においては、仕入控除税額の計算の特例※が

あること、これらについての認識が不足していたことによるものである。 

  未申告判明後、税務署への相談により納税額の算定を行った結果、税法上、５年遡って納税が必

要であるため、平成３０年度から令和４年度分までとして、１１，５３６，２００円 

 （消費税１０，３７４，２００円、無申告加算税５１７，５００円、延滞税６４４，５００円）を、

令和６年２月１５日に税務署に納めるものである。 

 

 ※仕入控除税額の計算の特例について 

 国、地方公共団体、公共・公益法人等については、通常の方法により計算される仕入控除税額につ

いて調整を行い、補助金等の対価性のない収入（特定収入）により賄われる課税仕入れ等に係る税額

について、仕入税額控除の対象から除外することとされている。 

 本市の駐車場事業特別会計の場合、一般会計からの繰入金が特定収入に該当し、仕入控除税額の調

整（減額）を行った結果、消費税の納税が必要になったものである。 

 

 

 

３ 再発防止 

  消費税制度や手続き方法等の把握を徹底するとともに、職員間で情報共有することにより、再発

防止に取り組む。 
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